
別記 （Ａ４）

様式第一号（第四条関係）

年 月 日

金融庁長官

国土交通大臣 殿

知事 申請者

金融庁長官

国土交通大臣

知事　 第 号

◎ 商号又は名称及び住所

　不動産特定共同事業法（平成６年法律第77号。以下「法」という。）第５条第１項の規定により、法第３条第１項の許可を申請し
ます。この申請書及び添付書類の記載事項は、事実に相違ありません。

許可申請書
（第一面）

申 請 事 務
担 当 者 名

本 店 所 在 地

代 表 者 氏 名

電 話 番 号

商 号 又 は 名 称

電 話 番 号

メールアドレス

許 可 番 号

許 可 年 月 日

印

◎ 資本金又は出資の額（単位：円） ◎ 宅地建物取引業法（昭和27年法律第176号）第３条第１項

円 の免許に関する事項

第 号

年 月 日

自 年 月 日

至 年 月 日

◎ 金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第29条 ◎ 法第２条第４項各号の種別

の登録に関する事項 １．第１号

財務（支）局長（金商） ２．第２号

第 号 ３．第３号

４．第４号

◎ 法第49条第１項各号に規定する事業の種別

１．第１号に規定する事業 ２．第２号に規定する事業

◎ 不動産特定共同事業及び宅地建物取引業以外に行っている事業の種類

登 録 番 号

有 効 期 間

免 許 番 号

免 許 年 月 日

事　業　の　種　類

商 号 又 は 名 称

住 所

フ リ ガ ナ



◎ 役員に関する事項

役 職 名

フ リ ガ ナ

氏 名

氏 名

役 職 名

フ リ ガ ナ

住 所

（第二面）

役 職 名

役 職 名

住 所

フ リ ガ ナ

役 職 名

フ リ ガ ナ

氏 名

フ リ ガ ナ

氏 名

住 所

氏 名

住 所

役 職 名

住 所

役 職 名

フ リ ガ ナ

氏 名

氏 名

住 所

フ リ ガ ナ

住 所

住 所

氏 名

氏 名

住 所

役 職 名

役 職 名

フ リ ガ ナ

フ リ ガ ナ



◎ 事務所に関する事項

◎ 不動産特定共同事業法施行令（平成６年政令第413号）第３条で定める使用人に関する事項

◎ 法第17条第１項に規定する者に関する事項

第 号 －

第 号 －

住 所

住 所

フ リ ガ ナ

フ リ ガ ナ

氏 名

氏 名

登 録 番 号

住 所

フ リ ガ ナ

氏 名

登 録 番 号

所 在 地

電 話 番 号

（第三面）

事 務 所 の 別

事 務 所 の 名 称



（第四面）

不動産特定共同事業に係る業務の方法



◎ 役員の兼職状況

（第五面）

常務に従事している他の
法人の商号又は名称

フリガナ
役員の氏名

常務に従事している他の法人の業務の種類又は
他に営んでいる事業の種類



年 月 日

◎ 対象不動産変更型契約に係る業務に従事する者に関する事項

職 務 内 容

被 証 明 者 氏 名

フ リ ガ ナ

代 表 者 氏 名

商 号 又 は 名 称

本 店 所 在 地

（第六面）

対象不動産変更型契約に係る業務に従事する者の証明書

印

自 年 月 日

至 年 月 日

上記職務の遂行

に 係 る 部 署

現 職 の 内 容 　　　　　　　　　　　　　　（不動産特定共同事業に関する　　　　　　業務）

在 職 期 間

証 明 者

商 号 又 は 名 称

所 在 地

業 種

代 表 者 氏 名 印



（第七面）

登録免許税納付書・領収証書又は証紙はり付け欄

　　　　　　　　　　　（消印してはならない。）



記載要領

１　各面共通事項
①「電話番号」の欄には、市外局番、市内局番及び番号ごとにそれぞれ－（ダッシュ

）で区切り、記入すること

（記入例）03-5253-8111

②「本店所在地」、「住所」及び「所在地」の欄には、市区町村に続く町名、街区符
号、住居番号等を、「丁目」、「番」及び「号」ごとにそれぞれ－（ダッシュ）で
区切り、記入すること。

（記入例）霞ヶ関２－１－３ ［霞ヶ関２丁目１番３号の場合］

③１枚で記入しきれない面がある場合には、当該面と同じ様式の書面に記入して、
その書面を当該面の次に添付すること。

２　第一面関係
①「免許番号」の欄には、下表により該当する者を記入するとともに、免許番号を記

入すること。

国土交通大臣 千葉県知事 愛知県知事 広島県知事 宮崎県知事 北海道知事（オホ）

青森県知事 東京都知事 三重県知事 山口県知事 鹿児島県知事 北海道知事（胆振）

岩手県知事 神奈川県知事 滋賀県知事 徳島県知事 沖縄県知事 北海道知事（日高）

宮城県知事 新潟県知事 京都府知事 香川県知事 北海道知事（石狩） 北海道知事（十勝）

秋田県知事 富山県知事 大阪府知事 愛媛県知事 北海道知事（渡島） 北海道知事（釧路）

山形県知事 石川県知事 兵庫県知事 高知県知事 北海道知事（檜山） 北海道知事（根室）

福島県知事 福井県知事 奈良県知事 福岡県知事 北海道知事（後志）

茨城県知事 山梨県知事 和歌山県知事 佐賀県知事 北海道知事（空知）

栃木県知事 長野県知事 鳥取県知事 長崎県知事 北海道知事（上川）

群馬県知事 岐阜県知事 島根県知事 熊本県知事 北海道知事（留萌）

埼玉県知事 静岡県知事 岡山県知事 大分県知事 北海道知事（宗谷）

②「事業の種類」の欄には、統計調査に用いる産業分類並びに疾病、障害及び死因分
類を定める政令に基づく告示（平成５年総務庁告示第60号）による日本標準産業分
類表大分類による業種を記載すること。なお、不動産特定共同事業及び宅地建物取
引業以外に行っている事業がない場合には、空欄とすること。

３　第二面関係
「役員」とは、業務を執行する社員、取締役若しくは執行役又はこれらに準ずる者を
いい、いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、
取締役若しくは執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認め
られる者を記入すること。

（例）　代表取締役、取締役、会計参与、監査役、代表執行役、執行役、代表社員、
理事、監事等

４　第三面関係
①第三面は、事務所ごとに作成すること。

②「事務所の別」の欄には、「主たる事務所」か「従たる事務所」の別について記入
すること。

③「登録番号」の欄には、宅地建物取引業法（昭和27年法律第176号）第18条の規定
により登録を受けた登録番号を記入すること。この際、登録を受けている都道府県
知事については、下表により該当する都道府県知事を記入すること。また、登録番
号に「選考」とある場合にのみ最後の－（ダッシュ）の後ろに「１」を記入するこ
と。



（記入例）
第 号 － ［東京都知事登録第000100号の場合］

青森県知事 千葉県知事 静岡県知事 島根県知事 長崎県知事 北海道知事（空知）

岩手県知事 東京都知事 愛知県知事 岡山県知事 熊本県知事 北海道知事（上川）

宮城県知事 神奈川県知事 三重県知事 広島県知事 大分県知事 北海道知事（留萌）

秋田県知事 新潟県知事 滋賀県知事 山口県知事 宮崎県知事 北海道知事（宗谷）

山形県知事 富山県知事 京都府知事 徳島県知事 鹿児島県知事 北海道知事（オホ）

福島県知事 石川県知事 大阪府知事 香川県知事 沖縄県知事 北海道知事（胆振）

茨城県知事 福井県知事 兵庫県知事 愛媛県知事 北海道知事（石狩） 北海道知事（日高）

栃木県知事 山梨県知事 奈良県知事 高知県知事 北海道知事（渡島） 北海道知事（十勝）

群馬県知事 長野県知事 和歌山県知事 福岡県知事 北海道知事（檜山） 北海道知事（釧路）

埼玉県知事 岐阜県知事 鳥取県知事 佐賀県知事 北海道知事（後志） 北海道知事（根室）

５　第四面関係
業務の内容、業務運営に関する規則等、不動産特定共同事業の業務の方法に関する事
項を記載すること。

６　第五面関係
「事業の種類」については、統計調査に用いる産業分類並びに疾病、障害及び死因分
類を定める政令に基づく告示（平成５年総務庁告示第60号）による日本標準産業分類
表細分類による業種を記載すること。

７　第六面関係
①第六面は、対象不動産変更型契約に係る業務に従事する者の１人１人についてそれ

ぞれ作成すること。

②「職務内容」の欄には、被証明者が対象不動産変更型契約に係る業務を遂行するに
十分な知識 経験を有す とを証明す 者 経歴 記載す

東京都知事 000100

足りる十分な知識及び経験を有することを証明する、その者の経歴について記載す
ること。



別記 （Ａ４）

様式第二号（第五条関係）

年 月 日

金融庁長官

国土交通大臣 殿

知事

記

添　付　書　類　（１）

業　務　管　理　者　設　置　証　明　書

本 店 所 在 地

　下記の事務所は、不動産特定共同事業法（平成６年法律第77号）第17条第１項に規定する要件を備えていることを証明します。

商 号 又 は 名 称

フ リ ガ ナ
業 務 管 理 者 の 氏 名

代 表 者 氏 名

事務所の名称 事務所の所在地

印



（Ａ４）

フ リ ガ ナ

氏 名

住 所

フ リ ガ ナ

氏 名

フ リ ガ ナ

氏 名

相談役及び顧問の氏名及び住所

住 所

役 職 名

役 職 名

役 職 名

役 職 名

添　付　書　類　（２）－１

住 所

フ リ ガ ナ

フ リ ガ ナ

氏 名

氏 名

住 所

フ リ ガ ナ

氏 名

住 所

フ リ ガ ナ

氏 名

役 職 名

役 職 名

役 職 名

住 所

住 所



（Ａ４）

％

％

％

保 有 株 式 の 数
（ 出 資 金 額 ）

商号若しくは名称又は氏名、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の額

出 資 割 合

添　付　書　類　（２）－２

法人の商号若しくは
名 称 又 は 氏 名

100分の５以上の株式を有する株主又は100分の５以上の額に相当する出資をしている者の

出 資 割 合

住 所

フ リ ガ ナ

保 有 株 式 の 数
（ 出 資 金 額 ）

フ リ ガ ナ

法人の商号若しくは
名 称 又 は 氏 名

出 資 割 合

住 所

フ リ ガ ナ

法人の商号若しくは
名 称 又 は 氏 名

保 有 株 式 の 数
（ 出 資 金 額 ）

％

％

出 資 割 合

住 所

法人の商号若しくは
名 称 又 は 氏 名

法人の商号若しくは
名 称 又 は 氏 名

フ リ ガ ナ

住 所

出 資 割 合

住 所

保 有 株 式 の 数
（ 出 資 金 額 ）

フ リ ガ ナ

保 有 株 式 の 数
（ 出 資 金 額 ）



（Ａ４）

住 所

当該役員の職務を行うべき者の氏名及び住所

フ リ ガ ナ

氏 名

フ リ ガ ナ

法人の商号又は名称

フ リ ガ ナ

氏 名

住 所

フ リ ガ ナ

法人の商号又は名称

フ リ ガ ナ

法人の商号又は名称

フ リ ガ ナ

氏 名

住 所

フ リ ガ ナ

法人の商号又は名称

フ リ ガ ナ

役員が法人である場合の当該法人の商号又は名称並びに

添　付　書　類　（２）－３

法人の商号又は名称

フ リ ガ ナ

氏 名

氏 名

住 所

住 所

フ リ ガ ナ

法人の商号又は名称

フ リ ガ ナ

フ リ ガ ナ

氏 名

住 所

フ リ ガ ナ

氏 名

住 所

フ リ ガ ナ

法人の商号又は名称



（Ａ４）

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

上記の記載内容について、事実と相違ないことを誓約します。

年 月 日
商 号 又 は 名 称

    年  月  日

    年  月  日
    年  月  日

（所在地）

    年  月  日
    年  月  日

（所在地）

（事務所の名称）

（事務所の名称）

    年  月  日

    年  月  日

    年  月  日
    年  月  日

（所在地）
    年  月  日

    年  月  日
    年  月  日

（所在地）

（事務所の名称）

（事務所の名称）

添　付　書　類　（３）

事務所を使用する権原に関する書面

用 途

    年  月  日

事　　　項 所 有 者
事 務 所 の 所 有 者 が 申 請 者 と 異 な る 場 合

（事務所の名称）

契約形態契 約 の 相 手 方 契 約 期 間契 約 日

    年  月  日
    年  月  日（所在地）

代 表 者 氏 名

本 店 所 在 地

印



（Ａ４）

自 年 月 日

至 年 月 日

自 年 月 日

至 年 月 日

自 年 月 日

至 年 月 日

自 年 月 日

至 年 月 日

自 年 月 日

至 年 月 日

自 年 月 日

至 年 月 日

自 年 月 日

至 年 月 日

自 年 月 日

至 年 月 日

期間

略

歴

添　付　書　類　（４）－１

略　歴　書

月

フ リ ガ ナ

氏 名

職 名

住 所

従事した職務の内容

日年生年月日

自 年 月 日

至 年 月 日

自 年 月 日

至 年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

上記のとおり相違ありません。

年 月 日

氏名

賞

罰

年 月 日 賞 罰 の 内 容

印



（Ａ４）

添　付　書　類　（４）－２

法　人　の　沿　革

設 立 年 月 日

設 立 の 経 緯

フ リ ガ ナ

代 表 者 の 氏 名

本 店 所 在 地

電 話 番 号

フ リ ガ ナ

商 号 又 は 名 称

設

立

後

の

経

緯

年 月 沿　革　の　内　容

上記のとおり相違ありません。

年 月 日

代表者氏名

賞

罰

年 月 日 賞　罰　の　内　容

印



（Ａ４）

年 月 日

被 証 明 者 氏 名

実務経験内容及び在職期間

代 表 者 氏 名

フ リ ガ ナ

職 務 内 容

自　　　　　年　　月　　日

至　　　　　年　　月　　日

　　　　年　　月間

在 職 期 間

本 店 所 在 地

添　付　書　類　（４）－３

実　務　経　験　証　明　書

商 号 又 は 名 称

印

商 号 又 は 名 称

在 職 期 間

自　　　　　年　　月　　日

証　　明　　者

代 表 者 氏 名

　　　　知事

許 可 番 号

至　　　　　年　　月　　日

　　　　年　　月間

金融庁長官

国土交通大臣　　　　　　　　第　　　　　号

実務経験内容及び在職期間

職 務 内 容

印



（Ａ４）

年 月 日

添　付　書　類　（４）－４

業務管理者資格届出書

業 務 管 理 者 氏 名

登 録 証 明 事 業 名

商 号 又 は 名 称

代 表 者 氏 名

本 店 所 在 地

登 録 番 号

印

登 録 年 月 日

有 効 期 限



（Ａ４）

添　付　書　類　（５）

不動産特定共同事業の業務を執行するための組織に関する事項



（Ａ４）

年 月 日

　（　　商　 　号　 　又　 　は　 　名　 　称　　）は、

不動産特定共同事業法（平成６年法律第77条）第６条各号

に該当しない者であることを誓約します。

添　付　書　類　（６）

誓約書

殿
　　　　知事
国土交通大臣
金融庁長官

商 号 又 は 名 称

代 表 者 氏 名

本 店 所 在 地

印



記載要領

１　各面共通事項
① 「本店所在地」、「住所」及び「所在地」の欄には、市区町村に続く町名、街区

符号、住居番号等を、「丁目」、「番」及び「号」ごとにそれぞれ－（ダッシュ）
で区切り、記入すること。

（記入例）霞ヶ関２－１－３ ［霞ヶ関２丁目１番３号の場合］

② １枚で記入しきれない面がある場合には、当該面と同じ様式の書面に記入して、
その書面を当該面の次に添付すること。

２　添付書類（２）－２
　「出資割合」の欄には、株式会社にあっては当該株主が保有する株式の発行済株式
総数に対する割合を、その他の法人にあっては当該出資者が出資をした額の出資金総
額に対する割合を記入すること。

３　添付書類（３）
① 「所有者」の欄には、事務所の所有者の商号若しくは名称又は氏名及び法人に

あっては、その代表者の氏名を記入すること。

② 「事務所の所有者が申請書と異なる場合」の欄には、事務所の所有者が許可申請
者と異なる場合にのみ次に従い記入すること
ア 「契約形態」の欄には、賃貸借又は使用賃借の別を記入すること。
イ　 「用途」の欄には、土地建物登記簿謄本、建物賃貸借契約書又は建物使用賃

借契約書に記載された用途（事務所等）を記入すること。

４　添付書類（４）－１
① 生年月日については、和暦（大正はＴ、昭和はＳ、平成はＨ、数字は２桁半角）

記 す とにて記入すること。

② 役員（法人であるものを除く。）、不動産特定共同事業施行令（平成６年政令第
413号）第３条で定める使用人及び事務所ごとに置かれる不動産特定共同事業法
（平成６年法律第77号）第17条第１項に規定する者の１人１人についてそれぞれ作
成すること。
なお、「賞罰」の欄は、法第６条第６号ハからチのうち該当するものを全て記入
すること。

５　添付書類（４）－２
役員が法人である場合に、当該法人について作成すること。なお、「賞罰」の欄は、
法第６条第３号及び第５号のうち該当するものを全て記入すること。

６　添付書類（４）－３
実務経験が複数の法人にわたる場合には、法人毎に作成すること。

７　添付書類（４）－４
不動産特定共同事業法施行規則（平成７年大蔵省・建設省令第２号）第17条第１項第
３号に規定する登録証明事業による証明を受けている者の１人１人についてそれぞれ
作成すること。なお「登録証明事業名」の欄には、当該証明に係る事業の名称を記入
すること。

８　添付書類（５）
不動産特定共同事業の業務を執行するための組織に関する事項としては、役職員の構
成、組織図及び各組織が担当する業務の概略、業務運営体制、重要な業務を担当する
者の知識及び経験などを記載すること。



別記 （Ａ４）

様式第三号（第九条関係）

年 月 日

金融庁長官

国土交通大臣 殿

知事 申請者

許可番号 第 号

記

代 表 者 氏 名

（第一面）

変更許可申請書

　下記事項について変更しましたので、不動産特定共同事業法（平成６年法律第77号。以下「法」という。)第８条第１項の規定に
より、許可申請書を提出します。この申請書及び添付書類の記載事項は事実に相違ありません。

商 号 又 は 名 称

本 店 所 在 地

電 話 番 号

変 更 申 請 事 務
担 当 者 名

電 話 番 号

メールアドレス

印

◎ 変更区分 ◎ 事務所の新設・廃止・移転の区分

１．法第８条第１項第１号に該当 １．事務所の新設

２．法第８条第１項第２号に該当 ２．事務所の廃止

３．法第８条第１項第３号に該当 ３．事務所の移転

◎ 廃止する事務所又は移転前の事務所

事 務 所 の 別

事 務 所 の 名 称

所 在 地

電 話 番 号



◎ 事務所に関する事項

◎ 不動産特定共同事業法施行令（平成６年政令第413号）第３条で定める使用人に関する事項

◎ 法第17条第１項に規定する者に関する事項

第 号 －

第 号 －

住 所

（第二面）

事 務 所 の 別

事 務 所 の 名 称

所 在 地

電 話 番 号

フ リ ガ ナ

氏 名

登 録 番 号

フ リ ガ ナ

氏 名

住 所

住 所

登 録 番 号

フ リ ガ ナ

氏 名



（第三面）

不動産特定共同事業に係る業務の方法



◎ 役員の兼職状況

（第四面）

フリガナ
役員の氏名

常務に従事している他の
法人の商号又は名称

常務に従事している他の法人の業務の種類又は
他に営んでいる事業の種類



年 月 日

◎ 対象不動産変更型契約に係る業務に従事する者に関する事項

フ リ ガ ナ

（第五面）

対象不動産変更型契約に係る業務に従事する者の証明書

商 号 又 は 名 称

本 店 所 在 地

代 表 者 氏 名

被 証 明 者 氏 名

職 務 内 容

印

自 年 月 日

至 年 月 日

上記職務の遂行

に 係 る 部 署

在 職 期 間

現 職 の 内 容 　　　　　　　　　　　　　　（不動産特定共同事業に関する　　　　　　業務）

証 明 者

商 号 又 は 名 称

所 在 地

業 種

代 表 者 氏 名 印



記載要領

１　各面共通事項
①「電話番号」の欄には、市外局番、市内局番及び番号ごとにそれぞれ－（ダッシュ

）で区切り、記入すること。

（記入例）03-5253-8111

②「本店所在地」及び「所在地」の欄には、市区町村に続く町名、街区符号、住居番
号等を、「丁目」、「番」及び「号」ごとにそれぞれ－（ダッシュ）で区切り、記
入すること。

（記入例） 霞ヶ関２－１－３ ［霞ヶ関２丁目１番３号の場合］

③１枚で記入しきれない面がある場合には、当該面と同じ様式の書面に記入して、そ
の書面を当該面の次に添付すること。

２　第一面関係
①「許可番号」の欄には、許可権者について下表により該当する者を記入するととも

に、許可番号を記入すること。

金融庁長官・国土交通大臣 埼玉県知事 静岡県知事 岡山県知事 大分県知事 北海道知事（宗谷）

国土交通大臣 千葉県知事 愛知県知事 広島県知事 宮崎県知事 北海道知事（オホ）

青森県知事 東京都知事 三重県知事 山口県知事 鹿児島県知事 北海道知事（胆振）

岩手県知事 神奈川県知事 滋賀県知事 徳島県知事 沖縄県知事 北海道知事（日高）

宮城県知事 新潟県知事 京都府知事 香川県知事 北海道知事（石狩） 北海道知事（十勝）

秋田県知事 富山県知事 大阪府知事 愛媛県知事 北海道知事（渡島） 北海道知事（釧路）

山形県知事 石川県知事 兵庫県知事 高知県知事 北海道知事（檜山） 北海道知事（根室）

福島県知事 福井県知事 奈良県知事 福岡県知事 北海道知事（後志）

茨城県知事 山梨県知事 和歌山県知事 佐賀県知事 北海道知事（空知）

栃木県知事 長野県知事 鳥取県知事 長崎県知事 北海道知事（上川）

群馬県知事 岐阜県知事 島根県知事 熊本県知事 北海道知事（留萌）

②「事務所の別」の欄には、「主たる事務所」か「従たる事務所」の別について記入
すること。

３　第二面関係
①第一面は、事務所ごとに作成すること。

②「事務所の別」の欄には、「主たる事務所」か「従たる事務所」の別について記入
すること。

③「登録番号」の欄には、宅地建物取引業法（昭和27年法律第176号）第18条の規定
により登録を受けた登録番号を記入すること。この際、登録を受けている都道府県
知事については、下表により該当する都道府県知事を記入すること。また、登録番
号に「選考」とある場合にのみ最後の－（ダッシュ）の後ろに「１」を記入するこ
と。

（記入例）
第 号 － ［東京都知事登録第000100号の場合］

青森県知事 千葉県知事 静岡県知事 島根県知事 長崎県知事 北海道知事（空知）

岩手県知事 東京都知事 愛知県知事 岡山県知事 熊本県知事 北海道知事（上川）

宮城県知事 神奈川県知事 三重県知事 広島県知事 大分県知事 北海道知事（留萌）

秋田県知事 新潟県知事 滋賀県知事 山口県知事 宮崎県知事 北海道知事（宗谷）

東京都知事 000100



山形県知事 富山県知事 京都府知事 徳島県知事 鹿児島県知事 北海道知事（オホ）

福島県知事 石川県知事 大阪府知事 香川県知事 沖縄県知事 北海道知事（胆振）

茨城県知事 福井県知事 兵庫県知事 愛媛県知事 北海道知事（石狩） 北海道知事（日高）

栃木県知事 山梨県知事 奈良県知事 高知県知事 北海道知事（渡島） 北海道知事（十勝）

群馬県知事 長野県知事 和歌山県知事 福岡県知事 北海道知事（檜山） 北海道知事（釧路）

埼玉県知事 岐阜県知事 鳥取県知事 佐賀県知事 北海道知事（後志） 北海道知事（根室）

４　第三面関係
業務の内容、業務運営に関する規則等、不動産特定共同事業の業務の方法に関する事
項を記載すること。

５　第四面関係
「事業の種類」については、統計調査に用いる産業分類並びに疾病、障害及び死因分
類を定める政令に基づく告示（平成５年総務庁告示第60号）による日本標準産業分類
表細分類による業種を記載すること。

６　第五面関係
①第四面は、対象不動産変更型契約に係る業務に従事する者の１人１人についてそれ

ぞれ作成すること。

②「職務内容」の欄には、被証明者が対象不動産変更型契約に係る業務を遂行するに
足りる十分な知識及び経験を有することを証明する、その者の経歴について記載す
ること。



別記 （Ａ４）

様式第四号（第十一条関係）

年 月 日

金融庁長官

国土交通大臣 殿

知事 申請者

許可番号 第 号

記

１．変更内容

商 号 又 は 名 称

本 店 所 在 地

変更認可申請書

　下記事項について変更しましたので、不動産特定共同事業法（平成６年法律第77号)第９条の規定により、認可申請書を提出しま
す。この申請書及び添付書類の記載事項は、事実に相違ありません。

代 表 者 氏 名

電 話 番 号

変 更 申 請 事 務
担 当 者 名

電 話 番 号

メールアドレス

印

２．変更理由

変 更 年 月 日
変　更　に　係　る　事　項

変　更　後 変　更　前



記載要領

①「電話番号」の欄には、市外局番、市内局番及び番号ごとにそれぞれ－（ダッシュ
）で区切り、記入すること。

（記入例）03-5253-8111

②「本店所在地」の欄には、市区町村に続く町名、街区符号、住居番号等を、「丁
目」、「番」及び「号」ごとにそれぞれ－（ダッシュ）で区切り、記入すること。

（記入例）霞ヶ関２－１－３ ［霞ヶ関２丁目１番３号の場合］

③１枚で記入しきれない面がある場合には、当該面と同じ様式の書面に記入して、
その書面を当該面の次に添付すること。

④「許可番号」の欄には、許可権者について下表により該当する者を記入するととも
に、許可番号を記入すること。

金融庁長官・国土交通大臣 埼玉県知事 静岡県知事 岡山県知事 大分県知事 北海道知事（宗谷）

国土交通大臣 千葉県知事 愛知県知事 広島県知事 宮崎県知事 北海道知事（オホ）

青森県知事 東京都知事 三重県知事 山口県知事 鹿児島県知事 北海道知事（胆振）

岩手県知事 神奈川県知事 滋賀県知事 徳島県知事 沖縄県知事 北海道知事（日高）

宮城県知事 新潟県知事 京都府知事 香川県知事 北海道知事（石狩） 北海道知事（十勝）

秋田県知事 富山県知事 大阪府知事 愛媛県知事 北海道知事（渡島） 北海道知事（釧路）

山形県知事 石川県知事 兵庫県知事 高知県知事 北海道知事（檜山） 北海道知事（根室）

福島県知事 福井県知事 奈良県知事 福岡県知事 北海道知事（後志）

茨城県知事 山梨県知事 和歌山県知事 佐賀県知事 北海道知事（空知）

栃木県知事 長野県知事 鳥取県知事 長崎県知事 北海道知事（上川）

群馬県知事 岐阜県知事 島根県知事 熊本県知事 北海道知事（留萌）

⑤「変更 係 事項 欄 ぞ 変更事項 変更前 変更後⑤「変更に係る事項」の欄には、それぞれの変更事項について、変更前及び変更後の
内容を記載すること。

⑥不動産特定共同事業契約約款の追加又は変更をしようとする場合にあっては、不動
産特定共同事業約款を新たに作成した上で添付すること。



別記 （Ａ４）

様式第五号（第十二条関係）

年 月 日

金融庁長官

国土交通大臣 殿

知事 届出者

許可番号 第 号

記

１．変更内容

電 話 番 号

変　更　届　出　書

　不動産特定共同事業法（平成６年法律第77号)第10条の規定により、下記の事項について届け出ます。この届出書及び添付書類の
記載事項は、事実に相違ありません。

商 号 又 は 名 称

本 店 所 在 地

代 表 者 氏 名

変 更 届 出 事 務
担 当 者 名

電 話 番 号

メールアドレス

印

２．変更理由

変 更 年 月 日
変　更　に　係　る　事　項

変　更　後 変　更　前



記載要領

①「電話番号」の欄には、市外局番、市内局番及び番号ごとにそれぞれ－（ダッシュ
）で区切り、記入すること

（記入例）03-5253-8111

②「本店所在地」欄には、市区町村に続く町名、街区符号、住居番号等を、「丁目」
、「番」及び「号」ごとにそれぞれ－（ダッシュ）で区切り、記入すること。

（記入例）霞ヶ関２－１－３ ［霞ヶ関２丁目１番３号の場合］

③１枚で記入しきれない面がある場合には、当該面と同じ様式の書面に記入して、
その書面を当該面の次に添付すること。

④「許可番号」の欄には、許可権者について下表により該当する者を記入するととも
に、許可番号を記入すること。

金融庁長官・国土交通大臣 埼玉県知事 静岡県知事 岡山県知事 大分県知事 北海道知事（宗谷）

国土交通大臣 千葉県知事 愛知県知事 広島県知事 宮崎県知事 北海道知事（オホ）

青森県知事 東京都知事 三重県知事 山口県知事 鹿児島県知事 北海道知事（胆振）

岩手県知事 神奈川県知事 滋賀県知事 徳島県知事 沖縄県知事 北海道知事（日高）

宮城県知事 新潟県知事 京都府知事 香川県知事 北海道知事（石狩） 北海道知事（十勝）

秋田県知事 富山県知事 大阪府知事 愛媛県知事 北海道知事（渡島） 北海道知事（釧路）

山形県知事 石川県知事 兵庫県知事 高知県知事 北海道知事（檜山） 北海道知事（根室）

福島県知事 福井県知事 奈良県知事 福岡県知事 北海道知事（後志）

茨城県知事 山梨県知事 和歌山県知事 佐賀県知事 北海道知事（空知）

栃木県知事 長野県知事 鳥取県知事 長崎県知事 北海道知事（上川）

群馬県知事 岐阜県知事 島根県知事 熊本県知事 北海道知事（留萌）

⑤「変更 係 事項 欄 ぞ 変更事項 変更前 変更後⑤「変更に係る事項」の欄には、それぞれの変更事項について、変更前及び変更後の
内容を記載すること。

⑥許可申請時に提出した様式第一号のうち変更に係る面を変更後の内容に修正した上
で添付すること。



別記 （Ａ４）

様式第六号（第十三条関係）

年 月 日

金融庁長官

国土交通大臣 殿

知事

届出者 住 所

氏 名

１．不動産特定共同事業者

２．特例事業者

号

廃　業　等　届　出　書

　不動産特定共同事業法（平成６年法律第77号)第11条第１項の規定により、以下のとおり届け出ます。この届出書の記載事項は、
事実に相違ありません。

事 業 者 の 別

許可番号又は
届出受理番号

第

印

元代表社員 破産管財人 清算人 代表社員
不 動 産 特 定 共 同 事 業 者
と 届 出 者 の 関 係

届 出 の 理 由 の 生 じ た 日

商 号 又 は 名 称

代 表 者 氏 名

住 所

届 出 の 理 由

号

２.合併による消滅１.

１及び２以外の理由による解散３．

届出受理番号
第

事業の廃止（外国法人の国内事務
所廃止等）

４.

破産による解散



記載要領

①「住所」の欄には、市区町村に続く町名、街区符号、住居番号等を、「丁目」、
「番」及び「号」ごとにそれぞれ－（ダッシュ）で区切り、記入すること。

（記入例）霞ヶ関２－１－３ ［霞ヶ関２丁目１番３号の場合］

②「許可番号又は届出受理番号」の欄には、許可権者又は届出受理者について下表に
該当する者を記入するとともに、許可番号又は届出受理番号を記入すること。

不動産特定共同事業者の場合
金融庁長官・国土交通大臣 埼玉県知事 静岡県知事 岡山県知事 大分県知事 北海道知事（宗谷）

国土交通大臣 千葉県知事 愛知県知事 広島県知事 宮崎県知事 北海道知事（オホ）

青森県知事 東京都知事 三重県知事 山口県知事 鹿児島県知事 北海道知事（胆振）

岩手県知事 神奈川県知事 滋賀県知事 徳島県知事 沖縄県知事 北海道知事（日高）

宮城県知事 新潟県知事 京都府知事 香川県知事 北海道知事（石狩） 北海道知事（十勝）

秋田県知事 富山県知事 大阪府知事 愛媛県知事 北海道知事（渡島） 北海道知事（釧路）

山形県知事 石川県知事 兵庫県知事 高知県知事 北海道知事（檜山） 北海道知事（根室）

福島県知事 福井県知事 奈良県知事 福岡県知事 北海道知事（後志）

茨城県知事 山梨県知事 和歌山県知事 佐賀県知事 北海道知事（空知）

栃木県知事 長野県知事 鳥取県知事 長崎県知事 北海道知事（上川）

群馬県知事 岐阜県知事 島根県知事 熊本県知事 北海道知事（留萌）

特例事業者の場合
（国土交通省）
北海道開発局長 北陸地方整備局長 中国地方整備局長

東北地方整備局長 中部地方整備局長 四国地方整備局長

関東地方整備局長 近畿地方整備局長 九州地方整備局長

（金融庁）
北海道財務局長 北陸財務局長 中国財務局長 九州財務局長

東北財務局長 東海財務局長 四国財務局長

関東財務局長 近畿財務局長 福岡財務支局長

（国土交通省・金融庁）
沖縄総合事務局長



別記

様式第七号（第十六条関係）

金融庁長官

国土交通大臣 第 号

知事　

標　　　　　　　　識

許 可 番 号

商 号 又 は 名 称

代 表 者 氏 名

この事務所に置かれて
いる業務管理者の氏名

不　動　産　特　定　共　同　事　業　者　票

3
5
c
m以

上
不動産特定共同事業法
第 ２ 条 第 ４ 項
各 号 の 種 別

　　　　　　

第１号

第３号

本店又は主たる事務所
の 所 在 地

電　話　番　号

第２号

第４号

35ｃｍ以上



別記

様式第八号（第十七条関係）

事務所の所在地：

業　務　管　理　者　名　簿

氏　　　　　名 住　　　　　所 生 年 月 日
取 引 主 任 者
登 録 番 号 ／
登 録 年 月 日

実 務 経 験 に
関 す る 事 項

主務大臣が指定する
講習を修了したこと
又は登録証明事業に
よる証明を受けてい
ることを示す事項

事務所の業務管理
者 と な っ た
年 月 日

事務所の業務管理者
でなくなった年月日

備　考

① 「取引主任者登録番号／登録年月日」の欄には、宅地建物取引業（昭和27年法律第176号）第18条の規定により登録を受けた登録番号及び登録年月日を記入すること。

② 「実務経験に関する事項」の欄には、記入時点における不動産特定共同事業の業務に関する実務経験の年数及びその職務内容を記入すること（当該実務経験の年数が３年以上で

ある者に限る。）

③ 「主務大臣が指定する講習を修了したこと又は登録証明事業による証明を受けていることを示す事項」の欄は、不動産特定共同事業の業務に関する実務経験の年数が３年未満で

ある者に限って記入すること。

④ 記載事項について削除する箇所については下線を引くこと。

（記入例） 下線



別記 （Ａ４）
様式第九号（第二十四条関係）

作成者

Ⅰ．不動産特定共同事業契約の締結業務の状況

（ 自 年 月 日 至 年 月 日 ）

年 月 日

年 か月

業務状況調書

（第一面）

商 号 又 は 名 称

本 店 所 在 地

対象不動産変更型契約

代 表 者 氏 名

電 話 番 号

対 象 不 動 産 の 概 要

契 約 の 種 別

募 集 開 始 日

契 約 期 間

印

年 か月

円

名 円

名 円

契 約 期 間

募 集 総 額

契 約 額
契 約 者 数

う ち 特 例 投 資 家 数



（Ａ４）

作成者

Ⅱ．不動産特定共同事業の実施の状況

（ 自 年 月 日 至 年 月 日 ）

名 円
名 円

年 月 日時点

年 月 日時点 円

年 月 日

年 月 日

年 か月

名 円
名 円

自 年 月 日
至 年 月 日

（第二面）

商 号 又 は 名 称

本 店 所 在 地

代 表 者 氏 名

電 話 番 号

前事業年度末時点の不動
産 特 定 共 同 事 業
に 係 る 財 産 の 合 計 額

対 象 不 動 産 の 概 要

前 事 業 年 度 末 時 点
の 契 約

契 約 者 数
うち特例投資家

事 業 開 始 日

事 業 終 了 予 定 日

事 業 期 間

事業年度中の契約解除又
は 組 合 か ら の 脱 退

契 約 者 数
う ち 特 例 投 資 家 数

印

至 年 月 日
名 円
名 円

自 年 月 日
至 年 月 日

年 月 日時点 ％

名 円
名 円

自 年 月 日
至 年 月 日

年 日時点 円

円
自 年 月 日
至 年 月 日

対象不動産変更型契約に基づく事業について追加する項目

円

名 円
名 円

自 年 月 日

至 年 月 日

当該事業年度末時点の対
象 不 動 産 の 稼 働 率

事業年度中の契約上の権
利 及 び 義 務 の 譲 渡

契 約 者 数
う ち 特 例 投 資 家 数

当 該 事 業 年 度
の 契 約

契 約 者 数
う ち 特 例 投 資 家 数

開 始 以 来
分 配 金 合 計

当該事業年度末時点の不
動 産 特 定 共 同 事 業
に 係 る 財 産 の 合 計 額

出
資
の
追
加
募
集

募集総額

当該事業年度中の契
約

契 約 者 数
う ち 特 例 投 資 家 数

対象不動産の変更

財
産
の
運
用
状
況

投資対象 運用金額



　至　　  年  月  日 　至　　  年  月  日 　至　　  年  月  日
金額 金額 金額

不動産特定共同事業に係る財産及び損益の状況
第　　期 第　　期 第　　期

　自　　  年  月  日 　自　　  年  月  日 　自　　  年  月  日

千円 千円 千円

財
産
の
状
況

現 金 及 び 預 金

対 象 不 動 産

資 産 合 計

負 債 合 計

そ の 他 資 産

対 象 不 動 産 の 合 計 額

対 象 不 動 産 の 評 価 額

純 資 産 合 計

負 債 及 び 純 資 産 合 計

（ 事 業 開 始 当 初 比 ）

損
益
の
状
況

賃 貸 事 業 収 益

賃 貸 事 業 費 用

賃 貸 事 業 損 益

売 買 損 益

賃 貸 Ｎ Ｏ Ｉ

出 資 （ 1 口 当 た り ） の
分 配 金 （ 年 換 算 利 回 り ）

営 業 者 報 酬

出 資 分 配 利 益 合 計

分 配 金 （ 年 換 算 利 回 り ）



（Ａ４）

作成者

Ⅲ．不動産特定共同事業契約の締結の代理又は媒介業務の状況

（ 自 年 月 日 至 年 月 日 ）

年 月 日

（第三面）

商 号 又 は 名 称

本 店 所 在 地

代 表 者 氏 名

電 話 番 号

対 象 不 動 産 の 概 要

契 約 の 種 別

対象不動産変更型契約

募 集 開 始 日

印

年 か月

名 円

名 円

契 約 期 間

報 酬 の 額 　　　　　　　　　　　　　　　　　 円

円

う ち 当 社 募 集
投 資 家 数 、 額

契 約 者 数

う ち 特 例 投 資 家 数

募 集 総 額 　　　　　　　　　　　　　　　　　



Ⅰ．

Ⅱ．

1

　自平成　　年　月　　日 　自平成　　年　月　　日 　自平成　　年　月　　日

　至平成　　年　月　　日 　至平成　　年　月　　日 　至平成　　年　月　　日

（第四面）

比較貸借対照表

第　　期 第　　期 第　　期

千円 千円 ％

資 産 の 部

千円 千円 ％ 千円 千円 ％

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

現 金 及 び 預 金

流 動 資 産

売 掛 金

受 取 手 形

有 価 証 券

未 収 入 金

短 期 貸 付 金

販 売 用 不 動 産

未 収 収 益

前 払 費 用

貸 倒 引 当 金

そ の 他 の 流 動 資 産

流 動 資 産 合 計

有 形 固 定 資 産

固 定 資 産

減 価 償 却 累 計 額

建 物

減 価 償 却 累 計 額

構 築 物

車 両 運 搬 具

2

3

減 価 償 却 累 計 額

車 両 運 搬 具

減 価 償 却 累 計 額

じ ゅ う 器 備 品

建 設 仮 勘 定

土 地

減 価 償 却 累 計 額

そ の 他 の 有 形 固 定 資 産

有 形 固 定 資 産 合 計

営 業 権

無 形 固 定 資 産

そ の 他 の 無 形 固 定 資 産

借 地 権

無 形 固 定 資 産 合 計

投 資 有 価 証 券

投 資 そ の 他 の 資 産

その他の投資その他の資産

長 期 貸 付 金

投 資 そ の 他 の 資 産 合 計

固 定 資 産 合 計



Ⅲ．

Ⅰ．

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

　自平成　　年　月　　日 　自平成　　年　月　　日 　自平成　　年　月　　日

　至平成　　年　月　　日 　至平成　　年　月　　日 　至平成　　年　月　　日

第　　期 第　　期 第　　期

新 株 発 行 費

千円 千円 ％

繰 延 資 産

千円 千円 ％ 千円 千円 ％

社 債 発 行 差 金

社 債 発 行 費

繰 延 資 産 合 計

そ の 他 の 繰 延 資 産

資 産 合 計

負 債 の 部

支 払 手 形

流 動 負 債

短 期 借 入 金

買 掛 金

未 払 費 用

未 払 金

預 り 金

前 受 金

賞 与 引 当 金

前 受 収 益

法 人 税 等 充 当 金

事 業 税 引 当 金

流 動 負 債 合 計

そ の 他 の 流 動 負 債

Ⅱ．固 定 負 債

社 債

長 期 借 入 金

退 職 給 与 引 当 金

長 期 未 払 金

そ の 他 の 固 定 負 債

不 動 産 特 定 共 同 事 業
に 係 る 長 期 預 り 金

固 定 負 債 合 計

負 債 合 計



Ⅰ．

Ⅱ．

第　　期 第　　期 第　　期

　自平成　　年　月　　日 　自平成　　年　月　　日 　自平成　　年　月　　日

千円 千円 ％

純 資 産 の 部

千円 千円 ％ 千円 千円 ％

　至平成　　年　月　　日 　至平成　　年　月　　日 　至平成　　年　月　　日

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

資 本 金

株 主 資 本

資 本 剰 余 金

新 株 式 申 込 証 拠 金

そ の 他 資 本 剰 余 金

資 本 準 備 金

利 益 剰 余 金

資 本 剰 余 金 合 計

そ の 他 利 益 剰 余 金

利 益 準 備 金

……準備金

任意積立金

繰越利益剰余金

……積立金

自 己 株 式

利 益 剰 余 金 合 計

株 主 資 本 合 計

自 己 株 式 申 込 証 拠 金

評 価 ・ 換 算 差 額 等

繰 越 ヘ ッ ジ 損 益

そ の 他 有 価 証 券
評 価 差 額 金

土 地 再 評 価 差 額 金

Ⅲ．

評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計

土 地 再 評 価 差 額 金

新 株 予 約 権

純 資 産 合 計

負 債 純 資 産 合 計



記載要領

１　第一面、第二面及び第三面共通事項
① 第一面及び第二面は、不動産特定共同事業契約の当事者となる不動産特定共同事業

者が記載すること。
特例事業者が不動産特定共同事業契約の当事者である場合にあっては、当該不動産
特定共同事業契約に基づき営まれる不動産取引に係る業務の委託を受けた法人が記
載すること。

② 「対象不動産の概要」の欄には、対象不動産の特定に必要な事項について記載する
こと。

２　第一面関係
① 当該事業年度における契約の締結の実績を全て記載すること。
② 「契約の種別」の欄には、不動産特定共同事業法（平成６年法律第77号。以下「法

」という。）第２条第３項各号に掲げる契約の種別を記載すること。
③ 「対象不動産変更型契約」の欄には、当該商品が対象不動産変更型契約に該当

するか否かを記載すること。
３　第二面関係

① 「対象不動産の概要」から「開始以来分配金合計」までの欄には、当該事業年度に
実施中の不動産特定共同事業（当該事業年度に終了したものを含む。）ごとに作成
すること。
ア 「財産の合計額」は、不動産特定共同事業契約に係る財産の額の合計とする。
イ 「事業年度中の契約解除又は組合からの脱退」の欄には、当該事業年度に

おいて契約を解除し、又は組合から脱退した投資家数及び額を記載すること。
ウ 「事業年度中の契約上の権利の譲渡及び義務の譲渡」の欄には、当該事業

年度において契約上の権利及び義務の譲渡を行った投資家数及び額を記載する
こと。

② 「対象不動産変更型契約に基づく事業について追加する項目」については、次に
従い作成すること。
ア 当該商品において当該事業年度内に不動産の変更を目的として対象不動産の

売買が行わ 場合 「対象 動産 変更 欄 該当す 旨を記載す売買が行われた場合には、「対象不動産の変更」の欄に該当する旨を記載するこ
と。

イ 「財産の運用状況」の欄には、不動産を含め出資された財産の運用の状況を
記載すること。また「運用金額」については、先物取引にあっては証拠金額
を、オプション取引の場合にあってはオプションの対価の額を記載すること。

４　第三面関係
① 第三面は、不動産特定共同事業契約の代理又は媒介を行う法人（以下「当社」とい

う。）が記載すること。
② 「契約の種別」の欄には、法第２条第３項各号に掲げる契約の種別を記載するこ

と。
③ 「対象不動産変更型契約」の欄には、当該商品が対象不動産変更型契約に該当

するか否かを記載すること。
④ 「うち当社募集投資家数、額」の欄には、当社が代理又は媒介を行った出資又は賃

貸若しくは賃貸委任の目的である財産を出資した投資家数及び額の合計を、当該事
業年度末時点で記入すること。

⑤ 「報酬の額」の欄には、当該事業年度内に当社が受領した報酬の合計額を記載する
こと。

５　第四面関係
① 比較貸借対照表に掲げる科目以外の科目を設ける必要が生じたときは、その性質に

応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。
また、比較貸借対照表に掲げる科目が必要ない場合には削除することを妨げない。

② 千円単位をもって表示すること。
③ 期末保証債務残高がある場合には、その残高を注記すること。
④ 会社が発行する株式及び発行済株式の種類並びに総数については、注記すること。
⑤ 純資産額から⑨の新株式申込証拠金及び評価・換算差額等の合計額を控除した額

が、資本金、資本準備金及び利益剰余金の合計額を下回る場合には、その差額を



注記すること。
⑥ 会社が保有する自己株式の数は、株式の種類ごとに注記すること。
⑦ 「その他の流動資産」、「その他の有形固定資産」、「その他の無形固定資産」、

「その他の投資その他の資産」又は「その他の繰延資産」に属する資産でその金額
が総資産の100分の１を超えるものについては、当該資産を明示する科目をもって記
載すること。

⑧ ⑦は、負債の部の記載に準用する。
⑨ 新株式申込証拠金の科目には、申込期日経過後における新株式申込証拠金を記載す

ること。
⑩ 新株式申込証拠金に係る株式の発行数、資本金増加の日及び当該金額のうち資本金

に組み入れられないことが予定されている金額は、注記すること。
⑪ 自己株式の科目は、控除する形式で記載すること。
⑫ 自己株式申込証拠金の科目には、申込期日経過後における申込証拠金を記載すること。
⑬ その他有価証券評価差額金及び繰延ヘッジ損益の科目には、資産につき時価を付す

ものとした場合における当該資産の評価差額金（当期純利益又は当期純損失として
計上したものを除く。）を記載すること。

⑭ 土地再評価差額金の科目は、土地の再評価に関する法律（平成10年法律第34号）第
７条第２項に規定する再評価差額金を記載すること。

⑮ 資産の評価の方法、固定資産の減価償却の方法、重要な引当金の計上の方法その他
の財務諸表の作成に関する重要な会計方針変更がある場合には、その内容を注記
すること。

⑯ 会計処理の原則又は手続を変更した場合においてはその内容、変更の理由及び当該
変更が財務諸表に与えている影響の内容を、表示方法を変更した場合においてはそ
の内容を注記すること。

⑰ 決算日後、翌事業年度以降の財政状態及び経営成績に重要な影響を及ぼす事象が発
生したときは、当該事象を注記すること。

⑱ 記載要領において特に定める注記のほか、利害関係人が会社の財政及び経営の状況
に関する適正な判断を行うために必要と認められる事項があるときは、当該事項を
注記すること。

⑲ この面は、有価証券報告書をもって、これに代えることができるものとする。
⑳ 持分会社である場合においては、「株主資本」とあるのは「社員資本」として、

「新株式申 証拠金 とあ 「出資金申 証拠金 と 記載す とと「新株式申込証拠金」とあるのは「出資金申込証拠金」として記載することとし、
「自己株式」、「自己株式申込証拠金」及び「新株予約権」の記載を要しない。資
本剰余金については、「資本準備金」と「その他資本剰余金」に区分しての記載を
要しない。利益剰余金については、「利益準備金」と「その他利益剰余金」に区分
しての記載を要しない。



別記 （Ａ４）

年 月 日

様式第十号（第二十六条関係）

金融庁長官

国土交通大臣 殿

知事

許可番号

第 号

自 平 成 年 月 日

至 平 成 年 月 日

標記の事業年度が終了したので、不動産特定共同事業法（平成６年法律第77号)第33条の規定により、

下記のとおり報告いたします。

記

１　事業の概要

２　不動産特定共同事業に関する事項

商 号 又 は 名 称

本 店 所 在 地

代 表 者 氏 名

電 話 番 号

平 成　　年 度 事 業 報 告 書

印

業務状況調書Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ

（様式第九号により記載すること。）

３　株主に関する事項

主たる出資者の名簿

（別表（イ）により記載すること。）

４　経理の状況

（１）　比較貸借対照表

　（様式第九号により記載すること。）

（２）　比較損益計算書

　（別表（ロ）により記載すること。）

（３）　株主資本等変動計算書又は社員資本等変動計算書

　（別表（ハ）により記載すること。）



別表（イ）

主　た　る　出　資　者　の　名　簿

商 号 若 し く は 名 称 又 は 氏 名 出 資 額 出 資 総 額 に 対 す る 割 合

円 ％



別表（ロ）

経常損益の部

Ⅰ

比較損益計算表

第　　期 第　　期 第　　期

　自平成　　年　月　　日 　自平成　　年　月　　日 　自平成　　年　月　　日

　至平成　　年　月　　日 　至平成　　年　月　　日 　至平成　　年　月　　日

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

千円 千円 ％千円 千円 ％ 千円 千円 ％

営 業 収 益

売 上 高

売 上 原 価

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費

人 件 費

役 員 報 酬

給 料

諸 手 当

賞 与

退 職 金

法 定 福 利 費

厚 生 費

福 利 施 設 費

物 件 費

修 繕 維 持 費

事 務 用 品 費

事 務 機 械 費

図 書 印 刷 費

旅 費

交 通 費

通 信 費

用 水 光 熱 費

調 査 研 究 費

営業利益（営業損失）

Ⅱ

調 査 研 究 費

会 議 費

広 告 宣 伝 費

交 際 費

寄 付 金

地 代 家 賃

保 険 料

雑 費

そ の 他 の 費 用

事 業 税

租 税 公 課

減 価 償 却 費

貸 倒 損 失

営 業 外 収 益

営 業 外 損 益

受 取 利 息 配 当 金

有 価 証 券 売 却 益

雑 収 入

営 業 外 費 用

支払利息及び割引料

納 付 所 得 税 等

雑 支 出

経 常 利 益 ( 経 常 損 失 ）



第　　期 第　　期 第　　期

　自平成　　年　月　　日 　自平成　　年　月　　日 　自平成　　年　月　　日

　至平成　　年　月　　日 　至平成　　年　月　　日 　至平成　　年　月　　日

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

千円 千円 ％千円 千円 ％ 千円 千円 ％

Ⅲ

Ⅳ

特 別 損 益 の 部

特 別 利 益

前 期 損 益 修 正 益

固 定 資 産 売 却 益

そ の 他 の 特 別 利 益

特 別 損 失

前 期 損 益 修 正 損

固 定 資 産 売 却 損

そ の 他 の 特 別 損 失

税 引 前 当 期 純 利 益

（ 当 期 純 損 失 ）

前 期 繰 越 利 益

（ 前 期 繰 越 損 失 ）

… … 準 備 金 取 崩 額

… … 積 立 金 取 崩 額

中 間 配 当 額

中 間 配 当 に 伴 う 利 益

準 備 金 積 立 額

（ 当 期 未 処 理 損 失 金 ）

当 期 未 処 分 利 益 金



別表（ハ）

自 年 月 日

至 年 月 日

株主資本等変動計算書

株主資本 評価・換算差額等

新株
予約権

純資産
合計資本

金

新株式
申込

証拠金

資本剰余金 利益剰余金

自己
株式利益剰余

金合計任意
積立金

繰越利益
剰余金

自己株式
申込

証拠金

株主資本
合計

その他有
価証券評
価差額金

繰延
ヘッジ
損益

土地
再評価
差額金

評価・
換算差額
等合計

資本
準備金

その他
資本

剰余金

資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他利益剰余金

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

前期末残高

千円 千円 千円 千円千円 千円 千円 千円 千円 千円

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行

剰 余 金 の 配 当

当 期 純 利 益

自 己 株 式 の 処 分自 己 株 式 の 処 分

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

株 主 資 本 以 外 の 項 目

項目の当期変動額

（ 純 額 ）

当 期 末 残 高

当 期 変 動 額 合 計



記載要領

① 「許可番号」の欄には、許可権者について下表に該当する者を記入するとともに、許
可番号を記入すること。

金融庁長官・国土交通大臣 埼玉県知事 静岡県知事 岡山県知事 大分県知事 北海道知事（宗谷）

国土交通大臣 千葉県知事 愛知県知事 広島県知事 宮崎県知事 北海道知事（オホ）

青森県知事 東京都知事 三重県知事 山口県知事 鹿児島県知事 北海道知事（胆振）

岩手県知事 神奈川県知事 滋賀県知事 徳島県知事 沖縄県知事 北海道知事（日高）

宮城県知事 新潟県知事 京都府知事 香川県知事 北海道知事（石狩） 北海道知事（十勝）

秋田県知事 富山県知事 大阪府知事 愛媛県知事 北海道知事（渡島） 北海道知事（釧路）

山形県知事 石川県知事 兵庫県知事 高知県知事 北海道知事（檜山） 北海道知事（根室）

福島県知事 福井県知事 奈良県知事 福岡県知事 北海道知事（後志）

茨城県知事 山梨県知事 和歌山県知事 佐賀県知事 北海道知事（空知）

栃木県知事 長野県知事 鳥取県知事 長崎県知事 北海道知事（上川）

群馬県知事 岐阜県知事 島根県知事 熊本県知事 北海道知事（留萌）

② 別表（イ）の主たる出資者については、当該事業年度末において、最も大口の出資者
から順次10位までの者について記載すること。

③ 別表（ロ）及び別表（ハ）に記載すべき金額は、千円単位をもって表示すること。
④ 別表の作成に当たり該当事項がない場合においては、その旨を記載すること。
⑤ 財務諸表の作成に関し、会計処理の原則又は手続を変更した場合においてはその内容

、変更の理由及び当該変更が財務諸表に与えている影響の内容を、表示方法を変更し
た場合においてはその内容を、別表（ハ）の次に注記すること。

⑥ 比較貸借対照表又は比較損益計算書及び株主資本等変動計算書又は社員資本等変動計
算書に掲げる科目以外の科目を設ける必要が生じたときは、その性質に応じて適切な
名称を付し、適切な場所に記載すること。
また、比較貸借対照表、比較損益計算書に掲げる科目が必要ない場合には削除するこ
とを妨げない。

⑦ 決算日後、翌事業年度以降の財政状態及び経営成績に重要な影響を及ぼす事象が発生
とき 当該事象を記載要領⑤ 注記 次 記載す としたときは、当該事象を記載要領⑤による注記の次に記載すること。

⑧ 不動産特定共同事業法施行規則（平成７年大蔵省・建設省令第２号）において特に定
める注記のほか、利害関係人が会社の財政及び経営の状況に関する適正な判断を行う
ために必要と認められる事項があるときは、当該事項を注記のとして記載すること。

⑨ 別表（ロ）及び別表（ハ）は、有価証券報告書をもってこれに代えることができるも
のとする。

⑩ 別表（ハ）の株主資本の各項目の変動事由及びその金額の記載は、概ね貸借対照表に
おける表示の順序による。

⑪ 株主資本以外の各項目は、当期変動額を純額で記載することに代えて、変動事由ごと
にその金額を株主資本等変動計算書又は注記により表示することができる。また変動
事由ごとにその金額を株主資本等変動計算書に記載する場合には、概ね株主資本の各
項目に関係する変動事由の次に記載する。

⑫ 別表（ハ）のその他利益剰余金については、その内訳科目の前期末残高、当期変動額
（変動事由ごとの金額）及び当期末残高を株主資本等変動計算書に記載することに代
えて、注記により開示することができる。この場合には、その他利益剰余金の前期末
残高、投機変動額及び当期末残高の各合計額を株主資本等変動計算書に記載する。

⑬ 別表（ハ）の評価・換算差額等については、その内訳科目の前期末残高、当期変動額
（当期変動額については主な変動事由にその金額を表示する場合には、変動事由ごと
の金額を含む。）及び当期末残高を株主資本等変動計算書に記載することに代えて、
注記により開示することができる。この場合には、評価・換算差額等の前期末残高、
当期変動額及び当期末残高の各合計額を株主資本等変動計算書に記載する。

⑭ 別表（ハ）の各合計額の記載は省略することができる。その他資本剰余金、その他利
益剰余金及び評価・換算差額等は、上記科目以外の適当な名称を付した科目に細分
し、記載することができる。

⑮ 別表（ハ）について、法人が持分会社である場合においては、「株主資本等変動計算
書」とあるのは「社員資本等変動計算書」として、「株主資本」とあるのは「社員資
本」として記載し、社員資本等変動計算書については「社員資本」及び「評価・換算
差額等」のみ記載し、「社員資本」については「資本金」、「資本剰余金」及び「利



益剰余金」のみ記載すること。なお、「資本剰余金」については、「資本剰余金」と
「その他資本剰余金」に区分しての記載を要しない。「利益剰余金」については、
「利益準備金」と「その他利益剰余金」に区分しての記載を要しない。



別記

様式第十一号（第二十八条関係）

第 号 平 成 年 月 日 （ 有 効 期 間 か 年 ）

所 属

職 名

氏 名

年 月 生

上 記 の 者 は 、 不 動 産 特 定 共 同 事 業 法 （ 平 成 ６ 年 法 律 第 ７ ７ 号 ）

第 ４００ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 立 入 検 査 を す る こ と が で き る 者 で あ

る こ と を 証 す る 。

国 土 交 通 大 臣

知 事

表

印

6c
m

8.5cm

 

第40条　主務大臣又は都道府県知事は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、不動産特定
　共同事業（特例事業者が営むものを除く。以下この項において同じ。）を営む者（都道府県知事に
　あっては、当該都道府県の区域内においてこれを営む者に限る。以下この項に同じ。）、当該不動産
　特定共同事業を営む者と取引をする者若しくは当該不動産特定共同事業を営む者から業務の受けた者
　に　対し、当該不動産特定共同事業を営む者の業務若しくは財産について報告若しくは資料の提出を
　命じ、又はその職員に当該不動産特定共同事業を営む者若しくは当該不動産特定共同事業を営む者か
　ら業務の委託を受けた者の事務所その他その業務が行われる場所に立ち入り、当該不動産特定共同事
　業を営む者の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に
　質問させることができる。主務大臣は不動産特定共同事業を営むすべての者に対し、都道府県知事は
　当該都道府県の区域内において不動産特定共同事業を営む者に対し、この法律の施行のため必要があ
　ると認めるときは、その業務若しくは財産について報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に
　事務所その他その業務が行われる場所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類そ
　の他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
２　前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があった
　ときは、これを提示しなければならない。
３　第１項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

裏

不動産特定共同事業法抜粋

8.5cm



別記 （Ａ４）

様式第十二号（第二十八条の二関係）

年 月 日

金融庁長官

国土交通大臣

申請者

特例事業者届出受理番号

号

◎ 商号又は名称及び住所

特例事業開始届出書
（第一面）

　不動産特定共同事業法（平成６年法律第77号）第40条の２第２項の規定により、下記の事項について届け出ます。この届出書及び
添付書類の記載事項は、事実に相違ありません。

殿

商 号 又 は 名 称

本 店 所 在 地

代 表 者 氏 名

電 話 番 号

届 出 事 務
担 当 者 名

電 話 番 号

メールアドレス

フ リ ガ ナ

商 号 又 は 名 称

印

－

◎ 資本金又は出資の額（単位：円）

円

◎ 不動産特定共同事業契約に基づき営まれる不動産取引に係る業務の委託先の商号又は名称及び住所

－

◎ 不動産特定共同事業契約の締結の勧誘の業務の委託先の商号又は名称及び住所

－

住 所

郵 便 番 号

フ リ ガ ナ

商 号 又 は 名 称

住 所

郵 便 番 号

郵 便 番 号

フ リ ガ ナ

商 号 又 は 名 称

住 所



◎ 役員に関する事項

氏 名

（第二面）

役 職 名

フ リ ガ ナ

住 所

役 職 名

フ リ ガ ナ

氏 名

住 所

役 職 名

フ リ ガ ナ

氏 名

住 所



◎ 事務所に関する事項

◎ 不動産特定共同事業法施行令（平成６年政令第413号）第７条で定める使用人に関する事項

電 話 番 号

（第三面）

事 務 所 の 名 称

所 在 地

フ リ ガ ナ

氏 名

住 所



記載要領

１　各面共通事項
① 「電話番号」の欄には、市外局番、市内局番及び番号ごとにそれぞれ－（ダッシュ）

で区切り、記入すること。

（記入例）03-5253-8111

② 「本店所在地」、「住所」及び「所在地」の欄には、市区町村に続く町名、街区符
号、住居番号等を、「丁目」、「番」及び「号」ごとにそれぞれ－（ダッシュ）で区
切り、記入すること。

（記入例）霞ヶ関２－１－３ ［霞ヶ関２丁目１番３号の場合］

③ １枚で記入しきれない面がある場合には、当該面と同じ様式の書面に記入して、その
書面を当該面の次に添付すること。

２　第二面関係
「役員」とは、業務を執行する社員、取締役若しくは執行役又はこれらに準ずる者をい
い、相談役、顧問、その他いかなる名称を有するものであるかを問わず、法人に対し業
務を執行する社員、取締役若しくは執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を
有するものと認められる者を記入すること。

（例）　代表取締役、取締役、会計参与、監査役、代表執行役、執行役、代表社員、
理事、監事等



別記 （Ａ４）
様式第十三号（第二十八の三条関係）

住 所

フ リ ガ ナ

添　付　書　類　（１）

フ リ ガ ナ

氏 名

フ リ ガ ナ

氏 名

法人の商号又は名称

氏 名

役員が法人である場合の当該法人及び当該役員の職務を行うべき者

フ リ ガ ナ

法人の商号又は名称

住 所

フ リ ガ ナ

法人の商号又は名称

フ リ ガ ナ

フ リ ガ ナ

住 所

法人の商号又は名称

法人の商号又は名称

住 所

フ リ ガ ナ

氏 名

住 所

住 所

フ リ ガ ナ

フ リ ガ ナ

氏 名

住 所

フ リ ガ ナ

フ リ ガ ナ

氏 名

フ リ ガ ナ

法人の商号又は名称

フ リ ガ ナ

氏 名

法人の商号又は名称



（Ａ４）

自 年 月 日

至 年 月 日

自 年 月 日

至 年 月 日

自 年 月 日

至 年 月 日

自 年 月 日

至 年 月 日

自 年 月 日

至 年 月 日

自 年 月 日

至 年 月 日

自 年 月 日

至 年 月 日

自 年 月 日

至 年 月 日

期　　間

略

歴

添　付　書　類　（２）－１

略　歴　表

（フリガナ）

年

従　事　し　た　職　務　の　内　容

住所

氏名

職名 生年月日 月 日

自 年 月 日

至 年 月 日

自 年 月 日

至 年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

上記のとおり相違ありません。

年 月 日

氏名

年　月　日 賞　罰　の　内　容

賞

罰

印



（Ａ４）

添　付　書　類　（２）－２

法　人　の　沿　革

設 立 年 月 日

設 立 の 経 緯

フ リ ガ ナ

代 表 者 の 氏 名

フ リ ガ ナ

住 所

電話番号（　　　）　　　－　　　　　

商 号 又 は 名 称

設

立

後

の

経

緯

年 月 沿　革　の　内　容

上記のとおり相違ありません。

年 月 日

代表者氏名

賞

罰

年 月 賞　罰　の　内　容

印



記載要領

１　　各面共通事項
① 「電話番号」の欄には、市外局番、市内局番及び番号ごとにそれぞれ－（ダッシュ）

で区切り、記入すること。

（記入例）03-5253-8111

② 「本店所在地」、「住所」及び「所在地」の欄には、市区町村に続く町名、街区符号
、住居番号等を、「丁目」、「番」及び「号」ごとにそれぞれ－（ダッシュ）で区切
り、記入すること。

（記入例）霞ヶ関２－１－３ ［霞ヶ関２丁目１番３号の場合］

③ １枚で記入しきれない面がある場合には、当該面と同じ様式の書面に記入して、その
書面を当該面の次に添付すること。

⑤ 添付書類（２）－１は、役員（法人であるものを除く。）、不動産特定共同事業施行
令（平成６年政令第413号）第７条で定める使用人の１人１人についてそれぞれ作成
すること。なお、「賞罰」の欄は、不動産特定共同事業法（平成６年法律第77号。以
下同じ。）第６条第６号ハからチまでのうち該当するものを全て記入すること。

⑥ 添付書類（２）－２は、役員が法人である場合に、当該法人について作成すること。
なお、「賞罰」の欄は、法第６条第３号及び第５号のうち該当するものを全て記入す
ること。



別記 （Ａ４）

様式第十四号（第二十八条の四関係）

年 月 日

金融庁長官

国土交通大臣

申請者

記
特例事業者届出受理番号

１．変更内容

代 表 者 氏 名

変　更　届　出　書

　不動産特定共同事業法（平成６年法律第77号)第40条の２第４項の規定により、下記の事項について届け出ます。この届出書及び
添付書類の記載事項は、事実に相違ありません。

殿

商 号 又 は 名 称

本 店 所 在 地

電 話 番 号

変 更 届 出 事 務
担 当 者 名

電 話 番 号

メールアドレス

第 号

印

２．変更理由

変 更 年 月 日
変　更　に　係　る　事　項

変　更　後 変　更　前



記載要領

①「電話番号」の欄には、市外局番、市内局番及び番号ごとにそれぞれ－（ダッシュ
）で区切り、記入すること。

（記入例）03-5253-8111

②「本店所在地」欄には、市区町村に続く町名、街区符号、住居番号等を、「丁目」
、「番」及び「号」ごとにそれぞれ－（ダッシュ）で区切り、記入すること。

（記入例）霞ヶ関２－１－３ ［霞ヶ関２丁目１番３号の場合］

③１枚で記入しきれない面がある場合には、当該面と同じ様式の書面に記入して、
その書面を当該面の次に添付すること。

④「変更に係る事項」の欄には、それぞれの変更事項について、変更前及び変更後の
内容を記載すること。

⑤特例事業開始の届出時に提出した様式第十二号のうち変更に係る面を変更後の内容
に修正した上で添付すること。



別記 （Ａ４）

様式第十五号（第二十八条の五関係）

年 月 日

金融庁長官

国土交通大臣

特例事業者

特例事業者届出受理番号

特例事業不該当事由届出書

　不動産特定共同事業法（平成６年法律第77号)第40条の２第７項の規定により、以下のとおり届け出ます。この届出書の記載事項
は、事実に相違ありません。

殿

商 号 又 は 名 称

本 店 所 在 地

代 表 者 氏 名

届 出 事 務

担 当 者 名

電 話 番 号

メールアドレス

第 号

印

届 出 の 理 由

商 号 又 は 名 称

代 表 者 氏 名

住 所

届 出 の 理 由 の 生 じ た 日

そ の 他



記載要領

①「住所」の欄には、市区町村に続く町名、街区符号、住居番号等を、「丁目」、
「番」及び「号」ごとにそれぞれ－（ダッシュ）で区切り、記入すること。

（記入例）霞ヶ関２－１－３ ［霞ヶ関２丁目１番３号の場合］

②「届出の理由」の欄には、特例事業に該当しなくなった理由を記載すること。

③特例事業の要件を満たすために必要な措置を講じる場合には、「その他」の欄に、
その旨と対応策について記載すること。



別記

様式第十六号（第二十八条の六関係）

第 号 平 成 年 月 日 （ 有 効 期 間 か 年 ）

所 属

職 名

氏 名

年 月 生

上 記 の 者 は 、 不 動 産 特 定 共 同 事 業 法 （ 平 成 ６ 年 法 律 第 ７ ７ 号 ）

第 ４００ 条 の ２ 第 ８ 項 の 規 定 に よ り 立 入 検 査 を す る こ と が で き る 者

で あ る こ と を 証 す る 。

国 土 交 通 大 臣

知 事

表

印

6c
m

8.5cm

 

第40条　主務大臣又は都道府県知事は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、不動産特定
　共同事業（特例事業者が営むものを除く。以下この項において同じ。）を営む者（都道府県知事に
　あっては、当該都道府県の区域内においてこれを営む者に限る。以下この項に同じ。）、当該不動産
　特定共同事業を営む者と取引をする者若しくは当該不動産特定共同事業を営む者から業務の受けた者
　に　対し、当該不動産特定共同事業を営む者の業務若しくは財産について報告若しくは資料の提出を
　命じ、又はその職員に当該不動産特定共同事業を営む者若しくは当該不動産特定共同事業を営む者か
　ら業務の委託を受けた者の事務所その他その業務が行われる場所に立ち入り、当該不動産特定共同事
　業を営む者の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に
　質問させることができる。主務大臣は不動産特定共同事業を営むすべての者に対し、都道府県知事は
　当該都道府県の区域内において不動産特定共同事業を営む者に対し、この法律の施行のため必要があ
　ると認めるときは、その業務若しくは財産について報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に
　事務所その他その業務が行われる場所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類そ
　の他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
２　前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があった
　ときは、これを提示しなければならない。
３　第１項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第40条の2
８　主務大臣は、特例事業者に対し、その業務に係る状況を確認するため特に必要があると認めるとき
　は、その必要の限度において、第２項の規程による届出に係る事項に関し参考となるべき報告若しく
　は資料の提出を命じ、又はその職員に事務所その他その業務が行われる場所に立ち入り、帳簿書類そ
　の他の物件の検査（同項の規定による届出に係る事項に関し必要なものに限る。）をさせ、若しくは
　同項の規定による届出に係る事項に関し、関係者に質問させることができる。
９　前条第２項及び第３項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

裏

不動産特定共同事業法抜粋

8.5cm



別記 （Ａ４）
様式第十七号（第三十一条関係）

標　　　　　　　　識

届 出 受 理 番 号

商 号 又 は 名 称

代 表 者 氏 名

この事務所に置かれて
いる業務管理者の氏名

不　動　産　特　定　共　同　事　業　者　票

第　　　 　　　　　　　　　　　　　号

3
5
c
m以

上

備考
本標識中、「届出受理番号」の欄には、不動産特定共同事業法施行令（平成６年政令第413号
）第１０条第３項の規定による届出に係る番号を記載すること。

　当社は、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（昭和18年法律第43号）第１条第１
項の信託業務の範囲内で不動産特定共同事業を営んでおります。

第４号

本 店 又 は 主 た る
事 務 所
の 所 在 地

第１号 第２号
法２条第４項各号の種

別
第３号

電 話 番 号

35ｃｍ以上
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